
所有者等の探索、所有者等の特定及び登記に係る手続を中止する旨の公

告 

 下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１７条の規定により、所有者等の探索、

所有者等の特定及び登記に係る手続を中止したので、同条後段の規定により、

公告する。 

  令和８年１月２８日 

長野地方法務局 登記官 小 池   裕     

記 

１ 手続番号 

(1) 第１０００－２０２４－００４９号 

(2) 第１０００－２０２４－００５０号 

(3) 第１０００－２０２４－００５１号 

(4) 第１０００－２０２４－００５９号 

(5) 第１０００－２０２４－００６０号 

(6) 第１０００－２０２４－００６１号 

(7) 第１０００－２０２４－００７１号 

(8) 第１０００－２０２４－００７２号 

(9) 第１０００－２０２４－００７３号 

(10) 第１０００－２０２４－００７４号 

(11) 第１０００－２０２４－００７５号 

(12) 第１０００－２０２４－００７６号 

(13) 第１０００－２０２４－００７７号 

(14) 第１０００－２０２４－００７８号 

 

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項 

(1) 長野市篠ノ井山布施字稲場３５８５番 

(2) 長野市篠ノ井山布施字稲場３５８７番 

(3) 長野市篠ノ井山布施字稲場３５８８番  

(4) 長野市篠ノ井山布施字加子原３０４８番 

(5) 長野市篠ノ井山布施字宮浦３８０９番 

(6) 長野市篠ノ井山布施字宮浦３８１４番 



(7) 長野市篠ノ井山布施字東山２７３５番ロ 

(8) 長野市篠ノ井山布施字東山２７７４番 

(9) 長野市篠ノ井山布施字東山２７７５番 

(10) 長野市篠ノ井山布施字東山２７７７番 

(11) 長野市篠ノ井山布施字東山２７８３番 

(12) 長野市篠ノ井山布施字東山２７８５番 

(13) 長野市篠ノ井山布施字東山２７９５番１ 

(14) 長野市篠ノ井山布施字東山２８１１番 

 


